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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
四
十
九
号
か
ら
第
百
七
十
八
号
ま
で
」
を
「
第
五
十
号
か
ら
第
百
七
十
九
号
ま
で
」
に
改
め
、
第

百
七
十
八
号
を
第
百
七
十
九
号
と
し
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
百
七
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
八

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
九

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
都
道
府

県
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
百
六
十
号

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
都

道
府
県
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。）第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
度
、
都
道
府
県
知
事
が
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
っ
て
行
う

事
務
の
処
理
に
必
要
な
費
用
と
し
て
、
国
が
、
都
道
府
県
に
交
付
す
る
交
付
金
の
額
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
一
時
金

の
支
給
の
請
求
の
件
数
を
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
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（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

３

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
一
時
金
（
第
九
十
九
条
第
十
号
に
お
い
て
「
旧
優
生
保
護
法

一
時
金
」
と
い
う
。）に
関
す
る
こ
と
。

第
九
十
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

旧
優
生
保
護
法
一
時
金
に
関
す
る
こ
と
。

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎




